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DX等成長分野を中心とした就職・転職支援のための 

リカレント教育推進事業の実施等について 

 

平素より労働行政の推進に御尽力いただき感謝申し上げる。 

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた就業者・失業者・非正規雇用労働者等に対し、

ＤＸ等成長分野を中心に大学・高等専門学校、専門学校等を拠点とした就職・転職支援に繋

がるプログラムを提供しキャリアアップ・キャリアチェンジを図るために、文部科学省にお

いて、「DX 等成長分野を中心とした就職・転職支援のためのリカレント教育推進事業」（以

下「リカレント事業」という。別添参照。）が実施される。リカレント事業が効果的に実施

されるためには、本事業の受託者と都道府県労働局（以下「労働局」という。）及び公共職

業安定所（以下「安定所」という。）の連携が必要不可欠であることから、下記のとおりご

協力を願いたい。 

 

記 

 

１．事業内容 

リカレント事業は、文部科学省が大学、高等専門学校、専門学校等に委託し、（Ⅰ）DX

分野リテラシープログラムの開発・実施、（Ⅱ）DX分野リスキリングを目的としたプログ

ラムの開発・実施、（Ⅲ）重要分野のリカレントプログラムの開発・実施のコース及び（Ⅳ）

プログラムの実施・拠点構築の支援・分析、横展開、その他リカレント教育推進に向けた

取組に分かれて実施することとしている。 

各コースの分野、職業訓練受講給付金の支給対象の有無、総授業時間数及び受講対象者

は次表のとおりとなる。   



 

コース 分野
職業訓練受講
給付金対象 授業時間数 受講対象者

○
120時間以上

（月60時間：２～６月）
（リテラシー）

× 60時間以上
（リテラシー）

（Ⅱ）DX分野リスキリ
ングを目的としたプロ
グラムの開発・実施

ー 60時間以上
（リスキル）

就業者を主な対象者。
キャリアアップやキャリ
アチェンジを目的とする
失業者や非正規雇用労働
者等も受講可。

○
120時間以上

（月60時間：２～６月）
（リテラシー）

×
60時間以上

（リテラシー）

ー
60時間以上
（リスキル）

○
120時間以上

（月60時間：２～６月）
（リテラシー）

×
60時間以上

（リテラシー）

ー
60時間以上
（リスキル）

非正規雇用労働者や失業
者を主な対象。
正規雇用で就労する転職
希望者等も受講可。

DX

（Ⅰ）DX分野リテラ
シープログラムの開
発・実施

グリー
ン、起
業、イノ
ベーショ
ン喚起

その他の
分野

（Ⅲ）重要分野のリカ
レントプログラムの開
発・実施

リテラシーレベルのプロ
グラムを提供する場合
は、非正規雇用労働者や
失業者を主な対象。
就業者のリスキリングを
目的とする場合は就業者
を主な対象。
ただし、リテラシーレベ
ルのプログラムであって
も、正規雇用状態にある
転職希望者等も受講する
ことができ、リスキリン
グを目的としたプログラ
ムにおいてもキャリア
アップやキャリアチェン
ジを目的とする失業者や
非正規雇用労働者等も受
講することが可能。

 

※ （Ⅳ）プログラムの実施・拠点構築の支援・分析、横展開、その他リカレント教育推進

に向けた取組については、労働局及び安定所は関与しないため、記載を省略する。  
 

２．具体的な協力依頼 

(1) 事業実施委員会への参画について 

  リカレント事業の受託者（以下「受託者」という。）は、地域ニーズ、受講者ニーズ

を踏まえたリカレント教育プログラムの開発が可能となるよう、労働局や地方公共団

体、企業、業界団体、大学・専門学校等教育機関、民間団体等により構成される事業実

施委員会を設置し、業界等の雇用動向や人材ニーズ及び地域事情等を踏まえたプログ

ラムの開発・実施、成果検証を行うことになっている。労働局に事業実施委員会への参



 

画依頼があった場合は参画いただき、助言や情報提供等の支援をお願いしたいこと。 

(2) 受講者の募集及び就職支援について 

受託者から、労働局又は安定所に、受講者の募集及び就職支援について協力依頼があ

った場合は、以下の連携及び支援等を協力可能な範囲で実施いただきたいこと。 

ア 求職者へのリカレント事業の周知（受託者より提供されるリーフレット、パンフレ

ット等の配置やポスターの掲示及び関心を示した者への受託者の案内） 

イ リカレント事業を活用することが効果的であると判断される求職者の誘導 

ウ 受託者が広報キャンペーン等を実施する場合の求職者への周知 

エ 受託者からの受講者に対する職業相談や就職支援に関する依頼への協力 

オ リカレント事業に参画する企業等からの求人の確保 

カ 受託者への求人情報や面接会等のイベント情報の提供 

キ 面接会等のイベントにおけるリカレント事業の説明機会の提供 

 

３．職業訓練受講給付金との関係 

 リカレント事業で行われるプログラムのうち、求職者支援制度の職業訓練受講給付金の

対象となるコースについては、「職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関す

る法律」（平成 23 年法律第 47 号）第７条に定める職業訓練受講給付金（以下「給付金」

という。）の支給対象となる。プログラム受講希望者が給付金の受給を希望する場合は、

労働局と安定所は受託者と連携し、適切に対応すること。具体的な連携内容については

追って、通知する。 

 

以上 
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DX等成長分野を中心とした就職・転職支援のためのリカレント教育推進事業
令和3年度補正予算額 15.5億円

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた、就業者・失業者・非正
規雇用労働者等に対し、デジタル・グリーン等成長分野を中心に就
職・転職支援に向けた社会のニーズに合ったプログラムを実施する。
大学・専門学校等が労働局、企業等産業界と連携して教育プログ
ラムを提供するとともに就職・転職等労働移動の支援も実施する。
また、成長分野を中心に、就職に必要なリテラシーレベル、就業者の
キャリアアップを目的としたリスキリングに向けたプログラムを実施する。

目的・概要 実施内容
Ⅰ.DX分野リテラシープログラムの開発・実施（大学・専門学校等）

【2,500万円×25拠点＝6.3億円】
・主に失業者・非正規雇用労働者を対象とする。就職・転職に必要な基礎的な
DX分野の能力を育成し、労働局、地元企業等産業界と連携し就職・転職に繋
げるとともに厚生労働省の職業訓練受講給付金との連携も図る。また、近隣地
域・大学等へ、開発したプログラムの横展開も図る。

Ⅱ.DX分野等リスキルプログラムの開発・実施（主に大学等）
【5,000万円×10拠点＝5.0億円】

・主に就業者を対象とする。地元企業、リスキリングに注力している企業と連携し、
応用基礎的なDX分野の能力を育成しリスキリングの推進、キャリアアップに繋げる。
・様々なタームに分けた柔軟な授業時間の設定、政府におけるデジタル人材育成
の取組と連携しながら、社会に不足するデジタル人材を輩出する仕組みを構築。

Ⅲ.重要分野のリカレントプログラムの開発・実施（大学・専門学校等）
（グリーン、医療・介護、地方創生、女性活躍、起業、イノベーション喚起等）

【1,500万円×25拠点＝3.8億円】
・主に就業者・失業者・非正規雇用労働者を対象とする。各業界と連携し就職・
転職に必要な基礎的・応用的な重要分野の能力を育成し、労働局と連携した就
職・転職支援を行うとともに、厚生労働省の職業訓練受講給付金との連携も図る。
また、近隣地域・大学等へ、開発したプログラムの横展開も図る。
Ⅳ.プログラム実施・拠点構築の支援・分析、横展開に向けた取組

【5,000万円×1拠点（民間企業等）＝0.5億円】
・プログラムの開発・実施、拠点構築に際する課題に対して助言等を行う機能を果
たす。併せて、開発したプログラムの横展開を、教育機関と連携しながら推進する。

事業イメージ

他大学
等

自治体労働局

企業
経済団体

実施大学等

Ⅰ～Ⅲ 大学等を拠点とした、産官学連携
プログラム開発実施・横展開の推進

民間企業等

・受講生の就職・転職の実現
・リカレントプログラムの拠点構築

横展開の推進

Ⅳ

スケジュールについては、年度内（3月中下旬）を目標に公募を開始する方向で検討している。
＊なお、スケジュールは変更の可能性もある。

スケジュール
（本事業に関する問合せ先）
syokugyou@mext.go.jp



（プログラムの実施体制）

①プログラムの開発・実施にあたり事業実施委員会を構成し、労働局や自治体、企業・業界団体等を構成員とする。

②事業終了後に継続的な活動が出来るよう、学内にリカレント教育担当部署を設置する（既存の担当部署でも可）。

③講師は学内教員に限らず地域や企業等の学外リソースを用いて、実践的なプログラム内容を提供すること。

④学内で雇用される教員がリカレント教育に関与する場合の、インセンティブ措置に関する整備の検討を行うこと。

（プログラム内容）

⑤受講対象者は主に非正規雇用労働者や失業者とする。（ただし正規雇用状態にある者も受講可能）

⑥夜間・土日開講、短期集中開講、オンラインの活用等社会人の受講しやすい工夫に配慮すること。

⑦①の委員会を用いて、対象となる職業の種類、習得可能な能力を明確にし、受講によって考えうる就職・転職等の出口の可視化を行う。また、

習得可能な能力については受講によって取得が可能になりうる資格の種類やITスキル標準（ITSSレベル1以上)等客観的なレベルを示すこと。

⑧修了後速やかに職場で活躍出来るよう、座学に加えて実習または現場実習、企業と連携したPBL等を行う。また、就業意識の涵養や、継続

的な就業につなげるため、受講生に対してキャリアコンサルティングを行うとともに労働局・ハローワークと連携した就職支援を行うこと。

⑨プログラム修了者数、就職率、就職・就業率、企業での活用状況、受講生の評価等を目標とする。

⑩開発したプログラムを他の教育機関、自治体、企業等における活用を促進する。

（職業訓練受講給付金との兼ね合い）

⑪厚生労働省の職業訓練受講給付金（以下、給付金）の対象プログラムとする場合の授業時間数は1か月あたり60時間以上、

かつ期間は2か月以上6か月未満とする。また、給付金制度との連携の趣旨から受講料は無料とする。（原則対象プログラムとすることを推奨）

⑫給付金と連携しない場合はプログラムの総授業時間数は60時間以上とする。また、低廉な価格であれば費用の徴収は可能とする。

Ⅰ.DX分野のリテラシープログラムで想定している主な要件
*青字は他のコースとも共通事項あり、赤字は当該コースのみの要件
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（プログラムの実施体制）

①プログラムの開発・実施にあたり事業実施委員会を構成し、労働局や自治体、企業・業界団体等を構成員とする。

②事業終了後に継続的な活動が出来るよう、学内に担当理事・学部長等を中心としたリカレント教育担当部署を設置する（既存の担当部署でも可）。

③講師は学内教員に限らずDX分野について先進的な取り組みをしている企業等の学外リソースを用いて、実践的なプログラムを提供すること。

④学内で雇用される教員がリカレント教育に関与する場合のインセンティブ措置に関する整備を行うこと。

（プログラム内容）

⑤受講対象者は主に就業者とする。（ただし失業者や非正規雇用労働者等も受講可能）

⑥夜間・土日開講、短期集中開講、オンラインの活用等社会人の受講しやすい工夫に配慮すること。

⑦①の委員会を用いて、対象となる職業の種類、習得可能な能力を明確にし、受講によって考えうる就職・転職等の出口の可視化を行う。また、

習得可能な能力については受講によって取得が可能になりうる資格の種類やITスキル標準（ITSS)等客観的なレベルを示すこと。

⑧修了後速やかに職場で活躍出来るよう、先進的な取り組みをしている企業等とのPBLを中心に実践的なプログラムを提供する。

⑨開発したプログラムを他の教育機関、企業等における活用を促進する。（目標として、他大学・専門学校等への横展開を行い（受講生（部

分受講含む）は500名程度）、企業等への横展開も行う（受講生（部分受講含む）は500名程度）。また、開発したプログラムのノウハウを

他の教育機関等へ普及させ、優良プログラムの横展開を図る。

⑪60時間以上のプログラムを想定するが、受講者ニーズに柔軟に対応できるようターム式でのプログラムの提供も可能とする。

⑫受講料については、今後の自立自走も見据え、適正な価格であれば徴収可能とする。

Ⅱ.DX分野等のリスキルプログラムで想定している主な要件
*青字は他のコースとも共通事項あり、赤字は当該コースのみの要件
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（プログラムの実施体制）

①プログラムの開発・実施にあたり事業実施委員会を構成し、労働局や自治体、企業・業界団体等を構成員とする。

②事業終了後に継続的な活動が出来るよう、学内にリカレント教育担当部署を設置する（既存の担当部署でも可）。

③講師は学内教員に限らず地域や企業等の学外リソースを用いて、実践的なプログラム内容を提供すること。

④学内で雇用される教員がリカレント教育に関与する場合のインセンティブ措置に関する整備の検討を行うこと。

（プログラム内容）

⑤受講対象者は就業者、非正規雇用労働者、失業者等プログラムの提供レベルに応じて設定する。

⑥夜間・土日開講、短期集中開講、オンラインの活用等社会人の受講しやすい工夫に配慮すること。

⑦①の委員会を用いて、対象となる職業の種類、習得可能な能力を明確にし、受講によって考えうる就職・転職等の出口の可視化を行う。また、

習得可能な能力については受講によって取得が可能になりうる資格の種類や等客観的なレベルを示すこと。

⑧修了後速やかに職場で活躍出来るよう、座学に加えて実習または現場実習、企業と連携したPBL等を行う。また、就業意識の涵養や、継続

的な就業につなげるため、受講生に対してキャリアコンサルティングを行うとともに労働局・ハローワークと連携した就職支援を行うこと。

⑨プログラム修了者数、就職率、就職・在職率、企業での活用状況、受講生の評価等を目標とする。

⑩開発したプログラムを他の教育機関、自治体、企業等における活用を促進する。

（職業訓練受講給付金との兼ね合い）

⑪厚生労働省の職業訓練受講給付金（以下、給付金）の対象プログラムとする場合の授業時間数は1か月あたり60時間以上、

かつ期間は2か月以上6か月未満とする。また、給付金制度との連携の趣旨から受講料は無料とする。（原則対象プログラムとすることを推奨）

⑫給付金と連携しない場合はプログラムの総授業時間数は60時間以上とする。また、低廉な価格であれば費用の徴収は可能とする。

Ⅲ.重要分野のリカレントプログラムについて（グリーン、医療・介護、地方創生、女性活躍、起業等）

*青字は他のコースとも共通事項あり、赤字は当該コースのみの要件
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主なプログラムの特徴（想定している委託内容）
（１）プログラムの開発・実施等に関する伴走支援
①伴走支援（40～60プログラムを想定）
相談窓口を設置し、大学等の相談に応じるとともに、プログラム開発、受講生募集、講座実施、報告書作
成等の各段階において、以下の目標達成等に向けて積極的に助言・支援を行う。
・定員充足率100％、就職率67%、就職・在職率80%等の目標達成に向けて
・他大学、企業等への横展開に向けて
・次年度以降の自立・自走に向けて 等

（２）調査・分析（他機関で実施する際の参考とする観点で実施）
①大学・専修学校等のプログラム実施状況、プログラム成果の収集、調査・分析。
（学内体制、企業等と連携したプログラム開発、自走に向けた資金調達、就職・転職支援等）
②事例作成（40事例程度を想定）。
③受託大学・専門学校等を通じ、プログラム受講者へのアンケート調査を実施。
④KPIの達成状況のほか、受講生・企業等に対し、どのような効果があったのか等を整理し発信。
⑤本事業の調査・分析を踏まえながら、本事業に限らずリカレント教育全般についての教育効果や社会に対
する効果や影響を評価する適切な指標を提案。
⑥事業全体の実施状況、事業成果、優良事例、経費分析などをとりまとめ、事業継続や横展開に資する成
果報告書を作成。
※①③④については、全プログラムが対象となります。

Ⅳ.プログラム実施・拠点構築の支援・分析、横展開に向けた取組

5



（３）広報・周知
①（Ⅰ）～（Ⅲ）で開発したプログラムの広報・周知活動を通じて社会人（受講有無問わず）、大学・専
門学校等（プログラム実施有無問わず）、企業、自治体等への情報発信を行う。また、リカレント教育（リス
キリング）に対する機運醸成に資する広報・周知活動を行う。
②大学等から情報収集した情報について、「マナパス」の特設ページを改修し、プログラム募集までに、事業趣
旨や開設講座等について取りまとめること。（外部業者において追加発生する経費については受託業者から
支出。）
③特設ページには、「検索機能（分野・資格・期間、場所、費用、オンライン活用等）」、「講座一覧（申込
方法等含む）」、「事例特集」、「受講生・修了生の声」、終了した講座の、受講人数、修了者数等、必要
に応じて就職・転職先等の情報を収集の上、掲載する。

（４）大学・専門学校等向け委託事業の経費分析等
①経費分析とともに実績報告書及び支出証跡書類に誤りや不足がないか、対象経費と認められるかどうか等
の確認を行う。（対応や疑義については、指定様式に整理）
※（４）の業務については、再委託費等で実施することも可とする。
（作業期間は、令和5年3月の2週間程度を想定。）

Ⅳ.プログラム実施・拠点構築の支援・分析、横展開に向けた取組
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採択プログラムの予算規模の考え方について

＊単価については、上記を基準としつつ、定員設定（＋10名、△10名等）により、増減させる。

コース 分野
職業訓練受講
給付金対象

総授業時間数 定員(名） 予算額（万円）

（Ⅰ）DX分野リテラシープログラムの開発・実施

DX 〇
120時間以上

（月60時間：2～6月）
（リテラシー）

30 3,500

DX ×
60時間以上
（リテラシー）

30 1,200

（Ⅱ）DX分野等リスキリングを目的としたプログラムの
開発・実施

DX ー
60時間以上
(リスキル）

30 5,000

（Ⅲ）重要分野のリカレントプログラムの開発・実施

グリーン、
起業、

イノベーション
喚起

〇
120時間以上

（月60時間：2～6月）
（リテラシー）

30 3,000

×
60時間以上
（リテラシー）

30 1,200

×
60時間以上
(リスキル）

30 3,500

その他の重要
分野

〇
120時間以上

（月60時間：2～6月）
（リテラシー）

30 2,500

×
60時間以上
（リテラシー）

30 1,000

×
60時間以上
（リスキル）

30 1,200

（Ⅳ）プログラム実施・拠点構築の支援・分析、横展開、その他リカ
レント教育推進に向けに向けた取組

ー ー ー ー 8,000
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令和４年 令和５年

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

周
知
・
公
募

審
査
・
採
択
等

プ
ロ
グ
ラ
ム
の

実
施

DX等成長分野を中心とした就職・転職支援のためのリカレント教育推進事業スケジュール（予定）

8

公募期間

審
査

5月下旬～6月上旬

委託事業の実施（事業実施委員会、プログラム実施、報告書作成 等）

（6月中旬～7月下旬）～3月上旬

事業計画
確認・調
整

6月中旬～7月下旬

公募説明会

3月25日～5月13日

4月5日

5月中旬～5月下旬

採択通知

順次契
約

5月下旬～6月中旬

※本スケジュールは3月下旬時点のものであり、変更の可能性がある。
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